
第
２
章
　
　現
状
と
課
題

第
２
章
　
　現
状
と
課
題

4

　第２章　　現状と課題

１　社会情勢の変化・時代の要請

（１）人口の減少
全国的な少子化・高齢化により、人口の減少や地域偏在が進行するなど、本格的な人口

減少社会の到来を迎えています。

長野県においては、平成12年の221万５千人をピークに、全国に先んじて人口減少に

転じています（国勢調査及び人口推計）。人口減少により料金収入が低下すると、社会

資本の維持に必要な県民一人当たりの負担は増加し、社会資本の維持・更新は、今後ま

すます厳しくなっていくことが予想されます。

（２）社会資本ストックへの投資の増大
集中豪雨・火山噴火などの自然災害の多発や、糸魚川－静岡構造線断層帯、南海トラ

フなどの巨大地震の予測により、危機管理意識が高まり、国は平成26年６月に国土強靭

化基本計画を決定し、大規模自然災害対策や社会資本の老朽化対策を推進することによ

り、強靭な国づくりを目指しています。

企業局においても、電気・水道というライフラインを担う公営企業として、発電所や水

道施設の耐震化の推進は急務となっています。

また、高度経済成長期に整備した施設設備の老朽化が着実に進んでいることから、その

維持・更新が課題であり、これら耐震化及び老朽化対策を推進するためには、多額の投

資が見込まれます。

（３）エネルギーをめぐる情勢の変化
平成23年３月の東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の発生などによ

り、エネルギーを取り巻く環境は、大きく変化しています。

こうした変化に対応するため、国は、エネルギー政策の見直しを図り、平成26年４月

に新たなエネルギー基本計画を策定しました。

この計画では、電力供給においては、安定供給、低コスト、環境適合等をバランスよく

実現できる供給構造を実現すべきとされ、水力などの再生可能エネルギーの最大限の導

入が示されています。

（４）地方公営企業制度の改革
公営企業は、経営については独立採算制を基本原則としていますが、地方公共団体の一

部（特別会計）として経営される企業であり、経営の悪化は、地方公共団体にとって大

きな負担・リスクになります。

このため、国は、公営企業の財政の健全化を進める必要があるとして、地方公営企業第

一次抜本改革（H21～25年度）を行い、経営の自由度を高めるための資本制度の見直し

及び経営の透明性を高め、効率的、効果的な運営に資する的確な財務情報を整備するた

めの会計基準の見直しが実施されました。

平成26年度以降においても、厳しさを増す経営環境の中で、公営企業自らの判断と責

任に基づき、経営健全化等に不断に取り組むことが必要とされています。
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２　電気事業

（１）経営の現状

①　事業概要

【沿革等】
電気事業は、昭和33年、治水・かんがい・発電を目的とした三峰川総合開発事業に

よる発電所建設から始まり、同年、美和発電所で運転を開始して以来、半世紀以上にわ

たって、電力の安定供給に努め、県民生活の安定や郷土の産業文化の発展に寄与してき

ました。

平成７年以降、電気事業法の改正により、電力の小売自由化が拡大されるなど、公営企

業としての経営環境が厳しさを増す中で、企業局では、平成15年に「企業局事業の民営

化計画」を策定し、電気事業の民営化の方針を打ち出し、平成19年６月、中部電力㈱に

事業譲渡協議を申し入れ、協議を進めてきました。

こうした中で、平成23年３月に東京電力福島第一原子力発電所事故が発生し、これ

を契機に、自然エネルギーの必要性が高まり、企業局に対しては、自然エネルギーの普

及・拡大に向けた役割が大きく期待されることとなりました。

このため、電気事業のあり方を再検討した結果、企業局は、自然エネルギーの更なる普

及・拡大に寄与するとともに、水力発電所の新規開発や技術支援等により地域社会に貢

献する役割を担うべきであるとして、電気事業の民間譲渡を取り止め、平成24年11月に

事業継続を決定しました。

現在、県内に14の水力発電所を有し、最大出力の合計は９万9,050ｋＷで、全国の26

公営電気事業者の中では第９位の規模となっています。

平成26年度の販売電力量は、県内世帯の約12％分（約９万９千世帯分）に相当する

３億5,676万ｋＷｈであり、全て中部電力㈱へ売電しています。

【業務量及び施設の概況】
区　分 H26年度実績 備　　　考

発電所数 14	所 全て水力発電所（東信1,南信10,中信1,北信2）

最大出力合計 99,050kW 全国26公営企業中9位

年間販売電力量 356,761千kW 県内世帯の約12％を賄う量

料金収入 3,224,243千円

うち固定価格買取制度 829,262千円 3発電所に適用（うち1発電所はH26.11まで）

管理ダム 3か所 東信1（菅平）,南信1（高遠）,北信1（湯の瀬）
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【発電所一覧】
発電所名 最大使用水量 最大有効落差 最大出力

㎥/s m kW

美				和 25.60 58.85 12,200

春				近 19.00 151.80 23,600

西	天	竜 6.86 65.22 3,600

四				徳 1.37 165.00 1,800

小渋第１ 8.00 46.10 3,000

小渋第２ 8.00 99.90 6,500

小渋第３ 0.88 83.41 550

与	田	切 2.40 321.32 6,300

大				鹿 4.50 266.40 10,000

大鹿第２ 1.70 356.22 5,000

奥	木	曽 4.70 125.12 4,800

菅				平 2.40 276.05 5,400

裾				花 18.00 98.35 14,600

奥	裾	花 4.00 53.68 1,700

高　　遠 0.96 23.90 180
（建設中）

奥裾花第２ 3.00 50.20 980

合				計
(既設14か所)

― ― 99,050

【電力量等一覧】
項　　　　　　目 電力量・世帯数等

平成26年度	県企業局供給電力量（実績） a 　356,761	千kWh

平成26年度	県内消費電力量（中部電力㈱「長野県電力需要実績」） b 14,861,000	千kWh

電灯需要 c 4,885,000	千kWh

電力需要 9,976,000	千kWh

標準家庭（親子４人程度）平均年間消費電力量（電灯需要）（300kWh/月×12）			d 3,600	kWh

県内世帯数（平成27年４月１日現在）（情報政策課HP「長野県主な指標」） e 812,303	世帯

県内消費電力量に対する企業局供給電力量の割合 a/b 2.4	%

県内消費電力量（電灯需要）に対する企業局供給電力量の割合 a/c 7.3	%

企業局供給電力量で賄える世帯数（電灯需要） f＝a/d 99,100	世帯

県内世帯のうち企業局供給電力量で賄える世帯の割合（電灯需要） f/e 12.2	%
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菅平ダム

湯の瀬ダム
裾花ダム

奥裾花ダム

高遠ダム

小渋ダム

Ｎ

裾花発電所

奥裾花発電所

奥木曽発電所

四徳発電所

小渋第１発電所

与田切発電所

小渋第３発電所
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たつの
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至名古屋

木
曽
川

中央線

中央自動車道
天
竜
川

小渋川

遠山川

三
峰
川

至甲府

犀
川

至小淵沢中央線

諏訪湖

小海線

北陸新幹線（長野経由）

千曲川 神川

裾花川

野尻湖姫
川

長
野
自
動
車
道

篠ノ井線 上信越自動車道

しなの鉄道

青木湖

大
糸
線

飯山線飯山線
至妙高高原
北しなの線

至糸魚川

至十日町
信濃川

至豊橋

飯
田
線

３

４

１

１ 南信発電管理事務所

　〃　　高遠ダム管理所

北信発電管理事務所

　〃　　菅平ダム発電管理所

発電所

２

３

４

春近発電所

２

味噌川ダム

至高崎

西天竜発電所

小渋第２発電所
大鹿第２発電所

大鹿発電所

しおじり

菅平発電所

かるいざわ

美和発電所
美和ダム

奥裾花第２発電所
（建設中）

高遠発電所（建設中）

いいやま

至金沢

【発電所位置図】
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H17H17 H18H18 H19H19 H20H20 H21H21 H22H22 H23H23 H24H24 H25H25 H26H26

【損益等の推移】
電力量（右目盛り）  料金収入（左目盛り）  損益（左目盛り）

H17H17 H18H18 H19H19 H20H20 H21H21 H22H22 H23H23 H24H24 H25H25 H26H26

【主な経営指標の推移】
  

※減価償却累計率のH26の増は、会計制度変更により、補助金等を活用し取得した固定資産を償却したことによる

企業債残高（右目盛り）
減価償却累計率（左目盛り）

経常収支比率（左目盛り）
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3,4673,467 3,5143,514
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2,6372,637 2,8202,820 2,9222,922

3,2243,224

-500

500

1,500

2,500

3,500
（百万円）（百万円）
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105.0105.0 107.3107.3 107.9107.9 110.5110.5

90.090.0

106.4106.4
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②　経営状況

最近10年間については、平成23年度を除いて黒字を確保し、安定経営を維持していま
す。（平成23年度は、春近発電所冠水事故による料金収入の減及び修繕費の増が影響した
ため、赤字を計上しています。）
電力量は主として天候に左右されるため、年度によって増減が生じています。
料金収入は、費用を賄える水準に収入を設定する総括原価方式により、卸供給の料金単

価を決定しているため、投資額の抑制とともに減少してきましたが、平成24年度から、基
準を満たす３発電所に固定価格買取制度が適用されたことにより、増収に転じています。
各経営指標の推移を見ると、
・　事業活動の収支状況を表す「経常収支比率」は、平成23年度を除き100％を超える
水準で推移しており、料金収入により必要経費を全て賄っています。

・　資産の老朽度を表す「減価償却累計率」は、緩やかに上昇を続けており、発電施設
の老朽化が確実に進行していることを示しています。

・　借入金である「企業債残高」は、電気事業民営化に向けた協議期間中に投資を最小
限に抑え、企業債の発行を控えてきたため、10年間で約３分の１に減少しています。
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（２）事業を取り巻く状況及び課題

①　料金収入の安定的な確保（電力システム改革への対応）

平成27年度から平成32年度の間に、３段階にわたって推進される電力システム改革に

より、電気事業を取り巻く環境が大きく変わってきます。

とりわけ、平成28年４月から始まる売電価格の自由化及び総括原価方式の廃止によ

り、原則として一般競争入札によって売電価格が決定されることになるため、市場価格

を踏まえた料金設定や、地域にとって有益となる入札条件を付すことが可能になる一方

で、料金収入を長期的に見通すことは困難になります。

健全経営を行うためには、こうしたメリット、デメリットを含む電力システム改革に、

的確に対応していく必要があります。

また、平成24年７月からの再生可能エネルギーの固定価格買取制度（ＦＩＴ）の導入

により、料金収入は増加しているところです。今後もＦＩＴの適用可能な施設整備を進

めることで、安定収入を確保していくことが必要となります。

なお、企業局においては、平成31年度までは中部電力との基本契約に基づき売電するた

め、実際に一般競争入札により売電価格を決定するのは、平成32年度からになります。

［参考］
【小売及び発電の全面自由化による、売電方法の変更】

区　分 現　　　　行 改　　革　　後

売電価格 総括原価方式により算定 一般競争入札により決定

売電期間 10年以上の長期契約 2～3年間

メリット

・総括原価方式により費用の回収
が保障される

・競争原理が働き、市場価格を踏まえた料金
設定ができる

・長期契約により長期的な収入見
通しが立てやすい

・入札条件を付し、電力の地消地産を推進で
きる

デメリット
・市場価格を踏まえた料金設定が
できない

・入札による売電期間は2～3年であり、長期
的な収入見通しが立てにくい

②　老朽化対策の推進

発電所の平均的な償却年数とされる、建設から40年を経過する発電所が８か所あるこ

とから、今後、多額の改修費用が必要になるとともに、改修期間中は料金収入が減収に

なります。

また、建設から40年未満の６発電所を含め、経常的な修繕費用も増加が見込まれます。

このため、施設設備の状態を的確に把握したうえで、整備区分を設定し、計画的に老朽

化対策を推進していく必要があります。
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【老朽化の状況】

建
物

土
木
構
造
物

電
気
・
機
械
設
備
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③　耐震化の推進

電気は住民生活に欠かせないライフラインであり、大規模地震が発生した場合であって

も、安定的な電力供給が求められます。

そのため、発電所等の耐震化を進めることが急務ですが、現在、発電所建屋については

14か所中６か所で耐震化が未実施であり、早期に対策を講じる必要があります。

また、ダム施設及び集落に近い上水槽や水圧管の損壊は、重大な二次災害を引き起こす

おそれがあります。政府の策定した「国土強靭化基本計画」でも「ダム等の損壊による

水利用の制限」は「起きてはならない最悪の事態」に想定されており、これらの施設に

ついては、耐震性能照査を行い、その結果を踏まえて、必要な対策を検討していく必要

があります。

【耐震化の状況】

ア　発電所

発電所名
建設年度

（運転開始年度）
耐震化対象
（※）

耐震対策実施状況

耐震診断 対策工事

美和 S33 対象 H11済 H14済

春近 S33 対象 H9済 H10済

西天竜 S36 対象 未 未

四徳 S39 対象 実施中 未

菅平 S43 対象 未 未

小渋第1 S44 対象 H26済 実施中

小渋第2 S44 対象 H21済 H21済

裾花 S44 対象 実施中 未

奥裾花 S54 対象 未 未

与田切 S61

現行の耐震基準に適合

大鹿 H2

奥木曽 H7

大鹿第2 H11

小渋第3 H12

※		建築基準法に基づく現行の耐震基準（昭和56年６月導入）以前に建設された施設を対象
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イ　管理事務所

事務所名 建設年度
耐震化対象
（※）

耐震対策実施状況

耐震診断 対策工事

菅平ダム発電管理所 S44 対象 H21済 H22済

高遠ダム管理所 S61

現行の耐震基準に適合南信発電管理事務所 H元

北信発電管理事務所 H11

※建築基準法に基づく現行の耐震基準（昭和56年６月導入）以前に建設された施設を対象

ウ　上水槽、水圧管
対象施設 建設年度 影響が想定される範囲

春近発電所 S33 発電所下流集落（伊那市東春近田原地区の一部）

西天竜発電所 S36 発電所下流集落（伊那市小沢地区の一部）

菅平発電所 S43 国道144号（第１次震災対策緊急輸送路）

小渋第２発電所 S44
発電所下流集落（松川町生田福沢地区の一部）
県道伊那生田飯田線（第２次震災対策緊急輸送路）

④　新規発電所の建設

平成26年４月に、国の新たな「エネルギー基本計画」が閣議決定され、再生可能エネ

ルギーの最大限の導入が方針として位置付けられました。中でも、水力発電は「ベース

ロード電源」として、その拡大が期待されています。

このため、現在、建設中の発電所２か所については、着実に建設を推進するほか、湯の

瀬ダムの開発可能性の調査（H27実施中）及び活用が可能と見込まれる県営ダムの調査

を実施し、新規開発に向けた検討を行うなど、電力の安定供給と経営安定を図る取組が

必要です。

⑤　地域貢献の拡充

企業局は、これまで地域の皆様に支えられてきた経緯を踏まえ、電気事業で得た利益の

一部を県の一般会計に拠出し、地域へ還元しています。

・　平成26年度から３年間で総額５億円を「自然エネルギー地域基金」へ拠出し、市

町村やＮＰＯ等が行う自然エネルギー発電事業への支援など、地域における自然エ

ネルギーの普及に資する事業に活用されています。

・　平成27年度からは、毎年度１千万円を一般会計へ繰り出し、従前は費用負担が重

く整備が進んでこなかった奥山の水源林保全に活用されています。
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また、蓄積した技術を活用して、小水力発電を計画する団体等への支援を行い、再生可

能エネルギーの普及拡大に努めています。

・　小水力発電を計画する市町村、団体等に対し、技術相談を行うとともに、部局横断

の「小水力発電キャラバン隊」に参加し、出張相談会や技術講習会の開催により、事

業計画の策定を支援しています。

　（小水力キャラバン隊による出張相談会開催数：９回（H25～26））

環境省が平成22年度に行った「再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査」による

と、本県は河川部では全国１位になるなど開発可能地域が多数あり、また、県農政部が

平成24～25年度に行った「農業用水路活用小水力発電適地調査」では、164か所の適地

があることが公表されています。

このような小水力発電の適地を開発するにあたり、土地改良区においては、専門的な知

識や技術が不足していると考えられることから、企業局が培った技術力や信用力を活用

して、支援していく必要があります。

また、これまでの取組に加え、今後も県民福祉の更なる向上のため、将来の科学技術を

担う子ども達の就学を支援するなど、新たな地域貢献を積極的に検討していく必要があ

ります。

［参考］
「再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査」（環境省）

区分 開発可能地点数 設備容量

河川部 全国1位（1,619地点） 全国６位（約89万kW）

農業用水路 全国5位（29地点） 全国７位（約1万kW）

「農業用水路活用小水力発電適地調査」（長野県農政部）

調査方法 県内全ての基幹的農業用水路（約700km）を対象

適地箇所数 164か所

推定発電出力 25,727kW


